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発行日：平成２６年７月１０日                                

      

ズシキャ ・ キンキャ． 
      ズズズン ・ ！！！ 
町内の皆さんへ 

 もうすぐです！！一條神社夏の例大祭に陽成太鼓踊りを奉納します。 

 来る 8 月１０日(日)１４時から、社会人、高校生、中学生、小学生、一体となって、日頃

の練習の力強い踊りを、披露します。 

 今年は、一條神社と歴史の杜が、薩摩川内市の景観重要資産指定となり記念の例大

祭であります。町民各位のご参集の元で盛大な喜びに満ちた一日に出来ることを願っ

ています。 

 町民の皆様方の絶大なご協力を切にお願い申し上げます。 

                                    陽成太鼓踊り保存会 

                                    会長  柊平昭男 

第５回まちあるきウォッチングⅰｎ陽成を開催します 

 陽成地区には素晴らしい歴史や自然が多く残り、地元ではこれらを残すため色々な活動が行われています。 

 その歴史や自然にふれ合いながら楽しく歩き夏休みの自由研究の題材にしてはいかがですか。 

・行 程 

 

 
 
 
・日 時  平成２６年８月５日（火）９時～１２時（雨天中止） 

開会式 

9:00～9:15 

一條神社 

9:20～9:40 

高城温泉 

9:55～10:20 

ﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ 

10:40～11:20 

 

閉会式 

11:30～11:45 

 地区のシンボルが「景観重要資産」に指定されました 

 陽成地区コミュニティ協議会から重要資産（地区のシンボル 

で、文化的価値を持ち、周辺住民に親しまれている景観資源）の 

提案を受け、審査された結果、「一條神社と歴史の杜」の名称で 

指定されました。 

陽成町一條神社役員の方々や毎月各自治会交代で清掃作業を 

行っているおかげで、いつも綺麗な神社です。 

陽成地区の皆様のおかげで指定を受けることができました。 

５月２３日（金）に薩摩川内市長より指定書が授与されました。 
 

 

神社責任役員 徳留 貢氏 

宮里兼実市議会議員 

田中 寿会長が授与式に出席

しました。 



７ 月 

１２(土) 桜公園除草作業 １７：３０～ 

１５(火) 環境防災部会を予定しており

ましたが中止になりました。 

８ 月 

５(火) 福祉部会     １９：３０～ 

９(土) 太鼓踊り会場設営 

１０(日) 太鼓踊り     １４：００～ 

１７(日) コミセン清掃作業  ７：３０～ 

 

 

 

 
 

今年もコミセンでは、夏の節電対策にゴ

ーヤのグリーンカーテンの準備をしまし

た。今年の夏は省エネで！暑い夏をの

りきりましょう！ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

講 師 柏木 朋子 先生  

６月１０日 （火）１０:００～１１:３０  参加者 42名 
 

 コミュニティセンター2 階で柏木先生をお招きしいき

いきサロンが行われました。運動機能向上講座という

ことで、みんなで手足の運動を中心に体をほぐし心身

ともにリフレッシュしました。楽しい時間を過ごしました。 

☆ 自治会対抗 ソフトボール・ミニソフトバレー大会開催 ☆ 

６月 1日（日）に体協主催による球技大会が小学校体育館と校庭で行われました。 

参加者は年々減少しソフト６チーム，ミニバレー４チームの参加でしたが皆さん熱戦をくりひろげていま

した。たくさんの応援ありがとうございました。 

ソフトボールの部 （男 子）      ミニソフトバレー （女 子） 

優 勝  下大迫自治会        優 勝  宮小平自治会 

準優勝  一条殿自治会        準優勝  中 麦自治会 

 

 

 

 

 

 

 

オオキンケイギク（特定外来生物）の 

      拡散防止にご協力ください 

 オオキンケイギクは、もともと日本に生育していなかっ

た植物（外来生物）です。観賞用や緑化のため外国から 

から持ち 持ち込まれました。強健な植物のため、河川敷などで大群

落をつくるようになり、もともと河川敷にいた植物が減

少・消失していくという問題が全国で起こっています。 

 現在、外来生物法で特に 

問題のある外来生物として  

「特定外来生物」に指定さ 

れています。 

 

オオキンケイギク 何が問題なの？ 


